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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
「
秘
密
漏
え
い
事
件
調
査
報
告
書
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
判
例
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
務
の
内
容
は
、
学
生
と
し
て
「
戦
術
概
説
（
改
訂
第
三
版
）
」
等
を
用
い
た
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
で
あ

る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
六
年
八
月
か
ら
平
成
七
年
八
月
ま
で
の
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
及
び
幹
部
中
級
射
撃
課
程
の
学
生
全
員
を
取
扱
者

（
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
。
以
下
「
訓
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
三

号
に
規
定
す
る
取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
指
定
し
た
年
月
日
は
平
成
六
年
八
月
三
十
日
で
あ
り
、
解
除
し
た
年
月

日
は
平
成
七
年
八
月
十
日
で
あ
る
。

一



平
成
七
年
三
月
か
ら
平
成
八
年
三
月
ま
で
の
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
の
学
生
全
員
を
取
扱
者
に
指
定
し
た
年
月
日
は
平

成
七
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
解
除
し
た
年
月
日
は
平
成
八
年
三
月
十
四
日
で
あ
る
。

三
の
�
、
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
海
自
三
佐
（
以
下
「
海
自
三
佐
」
と
い
う
。
）
は
、
海
上
幕
僚
監
部
調
査
部
調
査
課
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
た

平
成
十
年
二
月
九
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
、御
指
摘
の
「
将
来
の
海
上
自
衛
隊
通
信
の
あ
り
方（
中
間
成
果
）」

（
以
下
「
中
間
成
果
」
と
い
う
。
）
、「
Ｒ
委
員
会
資
料
フ
ァ
イ
ル
」
、「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
含
ま
れ
て
い
た
秘
密
」
及

び
「
光
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
含
ま
れ
て
い
た
秘
密
」
に
つ
い
て
取
扱
者
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
訓
令
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
く
取
扱
者
の
指
定
を
受
け
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
秘
密
関
係
職
員
指
定
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

三
の
�
に
つ
い
て

中
間
成
果
は
、
平
成
九
年
九
月
十
九
日
、
海
上
幕
僚
監
部
の
会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
六
回
海
上
自
衛
隊
の
態
勢

見
直
し
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委
員
会
の
資
料
と
し
て
、
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
間
成
果
に
つ
い
て
は
、
正
式

に
秘
密
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
秘
密
の
内
容
を
含
み
、
将
来
秘
密
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
指
定
前
秘
密
」
の
表
示
が
付
さ
れ
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
三
日
内
閣

二



衆
質
一
五
一
第
二
八
号
）
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
訓
令
中
の
規
定
が
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
御

指
摘
の
調
査
部
長
に
お
い
て
は
、
訓
令
第
三
十
四
条
で
定
め
る
秘
密
の
文
書
等
の
送
達
及
び
受
領
に
係
る
手
続
又
は
訓
令
第

三
十
八
条
で
定
め
る
秘
密
の
文
書
等
の
貸
出
し
に
係
る
手
続
を
経
な
い
で
中
間
成
果
を
受
領
し
、
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
調
査
部
長
か
ら
中
間
成
果
の
回
覧
を
指
示
さ
れ
た
調
査
部
の
職
員
に
お
い
て
は
、
訓
令
第
三
十
七
条
で
定
め
る
秘

密
の
文
書
等
の
保
管
に
係
る
手
続
を
経
な
い
で
、
中
間
成
果
の
回
覧
を
行
っ
た
後
、
御
指
摘
の
Ｇ
三
佐
の
フ
ァ
イ
ル
に
つ
づ

っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
中
間
成
果
を
つ
づ
っ
た
同
フ
ァ
イ
ル
は
、
訓
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
で
定
め
る
容
器
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
名
称
等
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
資
料
の
件
数
は
、
十
四
件
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
名
称
等
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
秘
密
文
書
の
写
し
の
件
数
は
、
五
十
九
件
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
い
ず
れ
の
報
告
に
つ
い
て
も
、
平
成
十
二
年
十
月
六
日
の
午
前
十
一
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
の
間
に

三



お
い
て
、
当
時
の
海
上
幕
僚
副
長
の
山
田
道
雄
海
将
が
行
っ
て
お
り
、
当
該
報
告
の
内
容
は
、
御
指
摘
の
漏
え
い
の
日
時
、

場
所
等
秘
密
保
全
に
関
す
る
達
（
昭
和
四
十
三
年
海
上
自
衛
隊
達
第
七
十
六
号
）
第
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
損
害
、
そ
の
回
復
の
た
め
の
措
置
及
び
そ
の
回
復
の
た
め
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
自
衛
隊
の
個
々
の
戦
術
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
自
衛
隊
の
円
滑
な
任
務
の
遂
行
に
支
障
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
戦
術
や
将
来
に
わ
た
る
通
信
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
の
見
直
し
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
行
う
か
否
か
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
自
衛
隊
の
個
々
の
戦
術
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
自
衛
隊
の
円
滑
な
任
務
の
遂
行

に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

九
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
五
一
第
二
八
号
）
二
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
個
人
の
権
利
利

益
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他

四



の
法
令
で
保
護
さ
れ
て
い
る
個
人
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
等
に
か
か
わ
る
権
利
利
益
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

海
自
三
佐
は
、
防
衛
研
究
所
に
お
い
て
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
、
防
衛
研
究
所
、
技
術
研
究
本
部
及
び
契
約

本
部
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
三
十
九
号
）
第
二
十
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
諸
外
国
の
情
勢
に
関
す
る
調

査
研
究
に
関
す
る
事
務
と
し
て
、
御
指
摘
の
論
文
の
作
成
を
行
っ
て
い
た
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
指
定
前
秘
密
に
関
す
る
指
定
」
を
含
む
防
衛
庁
の
規
則
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
、
発
簡
番
号
及
び
制
定
年
月

日
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
具
体
的
成
果
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
指
導
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
削
減
し
た
秘
密
文
書
の
件
数
等
を
把
握
し

て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五



六


